
  在宅医療専門の医療機関について、在支診の施設基準に加え、以下の実績等を満たしている
場合には、それぞれ同様に評価を行う。 
 
 
 

質の高い在宅医療・訪問看護の確保④ 

 健康保険法に基づく開放性の観点から、外来応需体制を有していることが原則であることを明確
化した上で、以下の要件等を満たす場合には在宅医療を専門に実施する診療所の開設を認める。 

 

 [主な開設要件] 
① 外来診療が必要な患者が訪れた場合に対応できるよう、診療地域内に2か所以上の協力医療機関を確保していること（地
域医師会から協力の同意を得られている場合はこの限りではない。） 

② 在宅医療導入に係る相談に随時応じ、患者・家族等からの相談に応じる設備・人員等が整っていること。  
③ 往診や訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由等なく断ることがないこと。 

④ 緊急時を含め、随時連絡に応じる体制を整えていること。                                  等 

在宅医療を専門に行う医療機関の開設 

平成28年度診療報酬改定 

在宅医療専門の医療機関に関する評価 

① 在宅患者の占める割合が95％以上 ④ （施設総管の件数）／（在総管・施設総管の件数） ≤ 0.7 

② 5か所／年以上の医療機関からの新規患者紹介実績 
⑤ （要介護３以上の患者＋重症患者）／（在総管・施設総管の
件数） ≥ 0.5 ③ 看取り実績が20件／年以上又は15歳未満の超・準超重症

児の患者が10人以上 

 在宅医療専門の医療機関であって、上記の基準を満たさないものは、在総管・
施設総管について、在支診でない場合の所定点数の80／100に相当する点数
により算定する。 

 

 在宅患者の占める割合が95％未満である医療機関について、在支診の要件
は現行通りとする。 52 


